
公園内行為許可申請に関わる手引き 

 

 

１  この書類は、都市公園内において出店、映画撮影、競技会などの行為を行おうと 

  する際の申請書です。 

 

２  行為の許可は、次の基準によります。 

（１）出店、募金など 

①物品の販売は、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認められること。 

②フリーマーケットは、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさないと認められ、

目的がリサイクル活動の推進に資するものであること。- 

③募金は、公共公益目的で行うものであること。 

④露店において火気器具を使用する場合は、使用場所と火気器具等（※１）を考慮し

たうえで、延焼の危険性がないと認められること。 

 ※１ 液体・気体・固体燃料を使用する器具及び熱源とする器具。 

    コンロ・発電機・ストーブ・ＩＨ等をいう。  

※特例 沖ノ島公園は、景観保護に努めていること、消防設備がなく消火活動が困難

なことから出店行為を認めない。 

 

（２）業としての写真や映画撮影 

  ①殺人シーン、暴力シーン、いじめシーン等の公序良俗に反する内容を含む撮影及び 

喫煙シーンを含む撮影でないこと。 

②都市公園で無人飛行機（ドローン）を使用する際には、事前に海上自衛隊館山航空 

基地の許可が必要であるため、公園内行為許可申請書にドローン飛行許可書の写し 

を添付しなければならない。また、事前に館山警察署に「小型無人機等の飛行に関 

する通報書」を提出する必要がある。 

 

（３）興業 

  ①都市公園において、興業を行うのに可能な場所があること。 

②城まつり、写生大会など国、地方公共団体の主催、共催、後援又は公益上特別の 

  理由の下で行なわれるものであること。 

③興業の内容が、都市公園の本来の利用目的にあったものであること。 

④入場料を徴収する場合には、料金が適正であること。 

⑤周辺道路の渋滞や駐車場不足が想定される場合、その対策がとられていること。 

 



（４）競技会、展示会など 

  ①都市公園に催物を行う場所があること。 

②催物の内容が、公共的な趣旨の下に行なわれるものや、運動会、オリエンテーリ 

  ング等体力、健康づくりを目的としたもの、また、展覧会、講演会等文化向上を 

  目的としたものであること。 

③入場料を徴収する場合には、料金が適正であること。 

④開催当日の事故防止、環境衛生対策がとられていること。 

⑤過去に開催された集会等で暴力的行為、違法行為を行ったことが明らかな団体又は 

構成員が参加する予定のものや、参加人員が公園内に収容できないと認められる 

とき、排泄物等で汚れのある乳牛の共進会等や、他の利用者に危険のあるゴルフ、 

野球大会等は許可しない。 

⑥各種訓練は、やむを得ない要請に基づくものに限り認める。 

 

（１）～（４）共通基準 

  ①一般の公園利用者に支障を与えないものであること。 

②公園管理上及び公園周辺に支障を与えると認められる場合は許可しない。 

 

３  行為に関する使用料は次のとおりです。 

  出店など               １㎡１日        １２１円 

  業としての写真撮影     １人１日        ８６３円 

  業としての映画撮影     １日１件  １７，６００円 

  競技会、展示会など     １㎡１日          １６円 

 

４  行為の内容等が次の場合には、使用料が減免となります。 

（１）交通機関の事故や気象状況により開催ができない場合や、許可後に市から使用 

   の一部または全部を取消した場合。 

（２）国または地方公共団体が主催者となり開催する場合。 

（３）避難場所として使用する場合。 

（４）学校教育機関が教育上の目的で使用する場合。 

（５）主管が一般の団体であるが公共団体の施策の一環である事業（城まつり等）や 

     青少年健全育成のための事業（児童対象映画会）、高齢者の親睦を深めるための 

   大会（グランドゴルフ大会等）、身体障害者施設の運営費にあてるためのもの（手 

   作り品販売等）、館山市のＰＲになるもの（映画撮影等）、番組の中で館山市を紹 

介するための撮影（映画撮影等）、公共団体の施設に掲示されるもの（映画撮影 

等）、労働者の国際的行事（メーデー集会）等公益上特別の事情があると認めら 

れる場合。 



  

５  その他 

（１）行為の内容を把握し、許可、不許可を判断するため、企画書等の提出を求める 

場合があります。 

（２）申請等の関係で行為希望日の１か月前にご連絡をお願いしております。また、 

１か月前を切ってからの申請については事前に当係まで一度ご相談下さい。 

   なお、申請時期によっては、行為許可ができない場合もございますので、予め 

   ご了承ください。 

（３）特定の思想を主張するデモ行為を目的とした演説会、講演会、集会や宗教団体の 

行う布教を目的とした祭礼、集会等はご遠慮ください。 

 

６  申請窓口 

  館山市役所３号館２階  都市計画課公園係 

※沖ノ島公園、高ノ島公園、赤山地下壕跡の受付をしております。 

その他の館山市都市公園（千葉県立館山運動公園は含めない）は、城山公園管理 

事務所（０４７０‐２２‐８８５４）にて受付をしております。 

 

 

 

担 当：館山市建設環境部都市計画課公園係  

電 話：０４７０‐２２‐３６１０      

ＦＡＸ：０４７０‐２３‐３１１６      

ＭＡｉＬ：tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp  

mailto:tosikeikaku@city.tateyama.chiba.jp

